
 

三井住友海上火災保険株式会社と包括的な連携に関する協定の締結について 

 

 

 東松島市と三井住友海上火災保険株式会社は、「包括的な連携に関する協定」

を締結しました。 

 本協定の締結により、相互のノウハウを活用しながら、産業・企業の振興

や、地域の安全・安心に関することなど、「東松島市人口ビジョン・総合戦略」

（以下「総合戦略」という。）の実現に向けた取組を進めてまいります。 

 

記 

 

＜目的＞ 

 東松島市において策定した「総合戦略」の施策を進める中で、東松島市と

三井住友海上火災保険株式会社が互いに連携・協力することにより、双方の

資源を有効活用し、「総合戦略」の推進・実現に寄与することを目的とします。 

 

＜連携事項＞ 

 （１）地方創生のための産業・企業の振興に関すること。 

 （２）地域の安全・安心に関すること。 

 （３）その他、地域の活性化等に関すること。 

 

＜締結日＞ 

 平成30年1月22日（月） 

 

 

 ＜問い合わせ先＞ 
東松島市役所 総務部 地方創生推進室  
電 話 ：0225-82-1111（内線 1239） 
ＦＡＸ ：0225-82-8143 

E-mail ：chiso☆city.higashimatsushima.miyagi.jp 

（☆を@に変えてください） 


